
新 旧 対 照 表

改正後 改正前

高知県高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

第１条～第 14 条 【略】

１ この要綱は、平成 30 年４月５日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱の基づき交付された補助金

については、第５条第１項第３号から第７号まで及び第２項、第９条第３項及び第４項並びに第 13 条の

規定は、同日以降もなおその効力を有する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 30 年 12 月 25 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 31 年４月８日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和元年６月 13 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和２年４月 28 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年７月８日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和４年４月 22 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和５年４月 27 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和６年５月 15 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

別表第１～別表第２ 【略】

高知県高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

第１条 ～第 14 条 【略】

１ この要綱は、平成 30 年４月５日から施行する。

２ この要綱は、令和７年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱の基づき交付された補助金

については、第５条第１項第３号から第７号まで及び第２項、第９条第３項及び第４項並びに第 13 条

の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 30 年 12 月 25 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 31 年４月８日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和元年６月 13 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和２年４月 28 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年７月８日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和４年４月 22 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和５年４月 27 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和６年５月 15 日から施行する。

【新設】

別表第～別表第２ 【略】



別表第３（第３条関係）

Ａ Ｂ

２分の１以内

ハーベスタ 台

台

台

台

台

プロセッサ 台

タワーヤーダ 台

台

台

台

台

フォワーダ 台

台

搬器 台

集材機 台

機械保管倉庫 棟 ㎡

その他 ー

１．高性能林業機械等の導入に関する留意事項について

呼称単位

高性能林業機械等※

ロングリーチハーベスタ

IoTハーベスタ

フェラーバンチャ

スイングヤーダ

グラップルソー

ロングリーチグラップル

林業用四輪駆動ダンプトラック

広域利用林業機械

上記に同じ

単独・広域併用機械

上記に同じ

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

　（２）　受益者戸数が5戸以上であること。

　（３）　林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

　（４）　１事業費は,おおむね500万円以上とする。

　（５）　受益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性等の目標が原則として県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上　　
　　　　であること。

　（６）　3,000m3/年以上の素材生産実績を有すること又は導入翌年度までに3,000m3/年以上の素材生産量を達成できること。

　（７）　協定等により出荷先が確保されていること。

　（８）　関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。

　（９）　合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金のうち、花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策交付金事業を活用す
       る場合は、スギ人工林伐採重点区域の市町村で施業を計画しているとともに、素材生産量の過半がスギであること。

  （10）　事業実施主体は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年２月15日）」により木材・木材製品の
　　　　合法性又は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。

　（11）　事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議会等に参画しているものと連携して、素材生産を行うもの
　　　　であること。
　　　　　ただし、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金を活用する場合に限る。

　（12）　事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。
　　　　　ただし、広域利用林業機械又は単独・広域併用機械については貸付先が上記要件を満たしていること。
　　　　　なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。

  （13）　補助事業で導入（導入見込みを含む。）した処分制限期間内にある高性能林業機械等（以下「既整備高性能林業機械等」という）を所有
        する事業実施主体が、追加で本事業により高性能林業機械等を導入することは、原則として既整備高性能林業機械等の目標年度までは認め
        ない。
　        ただし、次のアからオまで（素材生産量の現状値が10,000㎥/年未満の事業実施主体において、既整備高性能林業機械等の所有台数が３
        台未満である場合は次のイからオまで）に該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の導入を妨げない。

　ア　追加事業実施年度前における直近の実施事業の素材生産量又は素材生産性のいずれかが、既整備高性能林業機械等整備事業の現状値
　　から目標年度における目標値までの増加分の7割以上を達成していること。
　　　ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業実施主体の責に帰することのできない予測不能でやむを得ない事情に
　　より、追加事業実施年度前における直近の事業実施の素材生産量又は素材生産性が著しく低い値となっている場合については、既整備
　　高性能林業機械等導入後において低調となる前の年度の実績を、直近の実施事業の実績とすることができる。　　　
　イ　追加事業において設定する各年度の目標値が、既整備高性能林業機械等における直近の実施事業の実績又は各年度の目標値のいずれ　
　　か高い数値と同等以上となっていること。
　ウ　需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること。
　エ　追加事業実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること又は黒字になることが確実であること。
　オ　資金の調達が確実であること。

　（14）　事業実施主体は、労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
　　　　・｢チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン｣に基づく措置を実施すること。
　　　　・県等が実施する、林業の多様な担い手のための取組の活用に努めること。

　（15）　その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

１　高性能林業　
　　機械の導入

フェリングヘッド付きフォーク
収納型グラップルバケット

フォーク収納型グラップルバ
ケット

架線式グラップルと油圧集材機
とを組み合わせたシステム

式

高性能林業機械等導入
に要する経費とし、対
象となる施設は、「工
種又は施設区分」に掲
げるものとする。

別表第３（第３条関係）

Ａ Ｂ

２分の１以内

ハーベスタ 台

台

台

台

台

プロセッサ 台

タワーヤーダ 台

台

台

台

台

フォワーダ 台

林業用四輪駆動ダンプトラック 台

搬器 台

集材機 台

機械保管倉庫 棟 ㎡

その他 ー

１．高性能林業機械等の導入に関する留意事項について

呼称単位

高性能林業機械等※

ロングリーチハーベスタ

IoTハーベスタ

フェラーバンチャ

スイングヤーダ

グラップルソー

ロングリーチグラップル

広域利用林業機械

上記に同じ

単独・広域併用機械

上記に同じ

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

　（２）　受益者戸数が5戸以上であること。

　（３）　林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

　（４）　１事業費は,おおむね500万円以上とする。

　（５）　受益範囲において、素材生産量若しくは素材生産性等の目標が原則として県の目標値以上であること又は目標値の伸び率以上　　
　　　　であること。

　（６）　3,000m3/年以上の素材生産実績を有すること又は導入翌年度までに3,000m3/年以上の素材生産量を達成できること。

　（７）　協定等により出荷先が確保されていること。

　（８）　関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。

　【新設】

  （10）　事業実施主体は、合法木材供給事業者認定一覧表に記載されていること。

　（11）　事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議会等に参画しているものと連携して、素材生産を行うもの
　　　　であること。
　　　　　ただし、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金を活用する場合に限る。

　（12）　事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。
　　　　　ただし、広域利用林業機械又は単独・広域併用機械については貸付先が上記要件を満たしていること。
　　　　　なお、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。

  （13）　補助事業で導入（導入見込みを含む。）した処分制限期間内にある高性能林業機械等（以下「既整備高性能林業機械等」という）を所有
        する事業実施主体が、追加で本事業により高性能林業機械等を導入することは、原則として既整備高性能林業機械等の目標年度までは認め
        ない。
　        ただし、次のアからオまで（素材生産量の現状値が10,000㎥/年未満の事業実施主体において、既整備高性能林業機械等の所有台数が３
        台未満である場合は次のイからオまで）に該当する場合は、目標年度の終了前であっても追加の導入を妨げない。

　ア　追加事業実施年度前における直近の実施事業の素材生産量又は素材生産性のいずれかが、既整備高性能林業機械等整備事業の現状値
　　から目標年度における目標値までの増加分の7割以上を達成していること。
　　　ただし、自然災害や社会的・経済的事情の著しい変化等、事業実施主体の責に帰することのできない予測不能でやむを得ない事情に
　　より、追加事業実施年度前における直近の事業実施の素材生産量又は素材生産性が著しく低い値となっている場合については、既整備
　　高性能林業機械等導入後において低調となる前の年度の実績を、直近の実施事業の実績とすることができる。　　　
　イ　追加事業において設定する各年度の目標値が、既整備高性能林業機械等における直近の実施事業の実績又は各年度の目標値のいずれ　
　　か高い数値と同等以上となっていること。
　ウ　需要先が確保され、供給量の増大が可能な状況であること。
　エ　追加事業実施年度の直近の単年度収支が黒字となっていること又は黒字になることが確実であること。
　オ　資金の調達が確実であること。

　（14）　事業実施主体は、労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
　　　　・｢チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン｣に基づく措置を実施すること。
　　　　・県等が実施する、林業の多様な担い手のための取組の活用に努めること。

　（９）　その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

１　高性能林業　
　　機械の導入

フェリングヘッド付きフォーク
収納型グラップルバケット

フォーク収納型グラップルバ
ケット

架線式グラップルと油圧集材機
とを組み合わせたシステム

式

高性能林業機械等導入
に要する経費とし、対
象となる施設は、「工
種又は施設区分」に掲
げるものとする。



２～５ 【略】

別記 第１号様式の１～第８号様式 【略】

別紙８－１～別紙８－４ 【略】

２～５ 【略】

別記 第１号様式の１～第８号様式 【略】

別紙８－１～別紙８－４ 【略】


